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第１章 総論 

１ 労働安全衛生法について 

 
（１）安全衛生に関する法律 

労働者の安全衛生に関する法律には、労働安全衛生法をはじめいくつかの法律が

あります。特に労働安全衛生法には、労働災害防止のために守らなければならない

事項が規定されています。法律の施行に伴う具体的な事項については、政令や省令、

告示等で示されています。 
安全衛生に関する法体系図は次の図１－１のとおりです。 

 
労働基準法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （法律） 

労働基準法施行規則 ・・・・・・・・・・ （省令） 
女性労働基準規則  
年少者労働基準規則  

労働安全衛生法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （法律） 
労働安全衛生法施行令 ・・・・・・・・・・・・・ （政令） 

労働安全衛生規則 ・・・・・・・・・・・ （省令） 
ボイラー及び圧力容器安全規則  
クレーン等安全規則  
ゴンドラ安全規則  
有機溶剤中毒予防規則  
鉛中毒予防規則  
四アルキル鉛中毒予防規則  
特定化学物質障害予防規則  
高気圧作業安全衛生規則  
電離放射線障害防止規則  
酸素欠乏症等防止規則  
事務所衛生基準規則  
粉じん障害防止規則  
石綿障害予防規則  
機械等検定規則  
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則  

労働安全衛生法関係手数料令 ・・・・・・・・・・ （政令） 
 
じん肺法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （法律） 
作業環境測定法  
労働者災害補償保険法  
健康増進法  

 
図１－１ 安全衛生に関する法体系図 
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第１章 総論 

 
法律： 国会両院の議決で成立します。なお、法律案について参議院が衆議院と異

なった議決をしたときは、衆議院が出席議員の３分の２以上の多数で再び可

決すれば法律となります。法律は、主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣

が連署し、天皇がこれを公布します。 
政令： 憲法及び法律の規定を実施するために内閣が制定する法令で、閣議によっ

て決定し、主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要と

し、天皇が公布します。 
省令： 各省大臣が、主任の行政事務について、法律若しくは政令の特別の委任に

基づいて発する法令です。厚生労働大臣が定めるものを厚生労働省令といい

ます。省令は、主に「○○○規則」という法令名となっています。 
告示： 公の機関が法令に基づいて指定、決定等の処分その他の事項を一般に公に

知らせる行為又はその行為の形式の一種で、法令としての性格をもつことに

なります。 
通達： 各大臣、各委員会及び各庁の長が、その所掌事務について、所管の諸機関

や職員に示達する形式の一つで、執務上依拠しなければならない法令の解釈

や運用方針等を内容としています。 
 

（２）労働安全衛生法 
労働者の安全と健康を確保するための安全衛生対策等については、労働基準法（昭

和 22 年法律第 49 号）の中で定められていました。しかし、昭和 30～40 年代にな

ると、急激に変化する産業社会の実態に災害防止対策が即応できないこと等から、

労働基準法の「安全及び衛生」の部分と労働災害防止団体等に関する法律の「労働

災害防止計画」及び「特別規制」を統合したものを母体とし、新たに規制事項や国

の援助措置等の規定を加え、安全衛生に係る法制の充実強化を図るため、労働安全

衛生法が制定されました（昭和 47 年法律第 57 号）。 
この労働安全衛生法の目的は、第１条に示されていますが、労働基準法と相まっ

て、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化、自主的活動

の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的、計画的な対策を推進することに

より職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成

を促進することを目的としています。 
また、第３条には、事業者は単に労働災害の防止のための最低基準を守るだけで

なく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全

と健康を確保するようにしなければならないとされています。 
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